
一
頁

政
令
第

号

厚
生
年
金
基
金
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
確
定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
及
び
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律

第
五
十
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
厚
生
年
金
基
金
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

厚
生
年
金
基
金
令
（
昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
十
八
条
」
を
「
第
六
十
条
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
年
金
給
付
等
積
立
金
の
移
換
）

第
五
十
九
条

法
附
則
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
金
給
付
等
積
立
金
の
移
換
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

一

加
入
員
の
年
金
給
付
又
は
一
時
金
た
る
給
付
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
加
入
員
の
個
人
別
管
理
資
産
（
確

定
拠
出
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
個
人
別
管
理
資
産
を
い
う
。
以
下



二
頁

同
じ
。
）
に
充
て
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

移
換
加
入
員
（
法
附
則
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
移
換
加
入
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
る
べ
き
者
の
範

囲
が
同
条
第
一
項
の
規
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

前
号
の
移
換
加
入
員
と
な
る
べ
き
者
の
範
囲
は
、
特
定
の
者
に
つ
い
て
不
当
に
差
別
的
な
も
の
で
な
く
、
か
つ
、
加

入
員
が
任
意
に
選
択
で
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

四

当
該
移
換
加
入
員
の
個
人
別
管
理
資
産
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
金
額
は
、
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を

控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
移
換
相
当
額
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

イ

年
金
給
付
又
は
一
時
金
た
る
給
付
の
額
の
減
額
に
係
る
規
約
の
変
更
が
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
日
（
以
下
「

規
約
変
更
日
」
と
い
う
。
）
を
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
し
、
か
つ
、
当
該
規

約
の
変
更
に
よ
る
年
金
給
付
又
は
一
時
金
た
る
給
付
の
額
の
減
額
が
な
い
も
の
と
し
て
同
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
計

算
し
た
額

ロ

規
約
変
更
日
を
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
し
て
同
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
計

算
し
た
額



三
頁

五

移
換
加
入
員
と
な
る
べ
き
者
の
う
ち
、
設
立
事
業
所
の
事
業
主
が
実
施
す
る
企
業
型
年
金
（
確
定
拠
出
年
金
法
第
二

条
第
二
項
に
規
定
す
る
企
業
型
年
金
を
い
う
。
）
の
資
産
管
理
機
関
（
同
条
第
七
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
資
産
管
理

機
関
を
い
う
。
）
へ
の
移
換
相
当
額
の
移
換
に
代
え
て
、
移
換
相
当
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
（
法
附

則
第
三
十
条
第
一
項
の
規
約
を
定
め
る
こ
と
に
同
意
し
な
い
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
、
移
換
相
当
額
の
支
払
を
行
う

旨
を
同
項
の
規
約
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
移
換
相
当
額
を
一
時
に
支
払
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

規
約
変
更
日
に
お
け
る
年
金
給
付
等
積
立
金
（
移
換
加
入
員
に
係
る
移
換
相
当
額
の
合
計
額
を
除
く
。
）
の
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
額
も
下
ら
な
い
額
で
あ
る
こ
と
。

イ

規
約
変
更
日
を
事
業
年
度
の
末
日
と
み
な
し
、
か
つ
、
第
三
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
掛
金
の
額
の
収
入

が
な
い
も
の
と
し
て
第
三
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額

ロ

規
約
変
更
日
を
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
日
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計

算
し
た
額

（
残
余
財
産
の
移
換
）

第
六
十
条

法
附
則
第
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
残
余
財
産
の
移
換
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す



四
頁

る
。

一

残
余
財
産
の
う
ち
、
法
第
百
四
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
解
散
基
金
加
入
員
（
同
項
に
規
定
す
る
解
散
基
金

加
入
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
分
配
さ
れ
る
べ
き
額
を
当
該
解
散
基
金
加
入
員
の
個
人
別
管
理
資
産
に
充
て
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二

残
余
財
産
の
移
換
に
係
る
解
散
基
金
加
入
員
の
範
囲
及
び
個
人
別
管
理
資
産
に
充
て
る
額
の
算
定
方
法
が
法
附
則
第

三
十
条
第
四
項
の
規
約
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

解
散
し
た
日
に
お
け
る
年
金
給
付
等
積
立
金
の
額
は
、
当
該
解
散
し
た
日
を
第
三
十
九
条
の
三
第
二
項
第
一
号
に
規

定
す
る
基
準
日
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
を
下
ら
な
い
額
で
あ
る
こ
と
。

（
預
金
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

預
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
号
中
「
又
は
金
融
機
関
」
及
び
「
日
本
銀
行
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
」
を
削
り
、
同
条
中
第
七
号
を
第
八
号

と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

金
融
機
関
か
ら
受
け
入
れ
た
預
金
等
（
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
確
定
拠
出
年
金
の
積
立
金



五
頁

の
運
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

第
十
一
条
中
「
第
三
項
ま
で
」
の
下
に
「
並
び
に
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。

（
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
四
号
中
「
、
農
水
産
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
金
融
機
関
」
及
び
「
日
本
銀
行
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
」
を
削
り

、
同
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。五

農
水
産
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
金
融
機
関
か
ら
受
け
入
れ
た
貯
金
等
（
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
確
定
拠
出
年
金
の
積
立
金
の
運
用
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

第
十
八
条
中
「
第
三
項
ま
で
」
の
下
に
「
並
び
に
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
る
。

（
金
融
庁
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

金
融
庁
組
織
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
二
十
六
号
中
「
ヰ
ま
で
」
を
「
ノ
ま
で
」
に
改
め
る
。



六
頁

第
三
条
第
三
号
中
ソ
を
ツ
と
し
、
レ
を
ソ
と
し
、
タ
を
レ
と
し
、
ヨ
を
タ
と
し
、
カ
を
ヨ
と
し
、
ワ
を
カ
と
し
、
ヲ
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ワ

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
を
営
む
者

第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

オ

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
を
営
む
者

第
四
条
第
二
項
中
「
ノ
ま
で
」
を
「
オ
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

十

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と

第
十
九
条
第
一
項
第
六
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

確
定
拠
出
年
金
運
営
管
理
業
を
営
む
者

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



七
頁

第
十
四
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

四

確
定
拠
出
年
金
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
二
十
七
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四

確
定
拠
出
年
金
に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
（
運
用
指
導
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

）
。

五

確
定
拠
出
年
金
事
業
に
関
す
る
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
二
十
九
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

確
定
拠
出
年
金
事
業
に
係
る
資
産
の
運
用
に
関
す
る
制
度
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


